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（証券コード 6785）

平成30年９月10日

株 主 各 位
長野県須坂市大字小河原2150番地１

株 式 会 社 鈴 木
代表取締役社長 鈴 木 教 義

第49期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第49期定時株主総会を下記により開催いたしますので､ 
ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年９月26日(水曜日）午
後５時15分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成30年９月27日（木曜日）午前10時
２．場 所 長野県須坂市大字須坂1295番地1

須坂市シルキーホール３階　第１ホール
（会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾
　の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えの
　ないようにご注意ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第49期（平成29年７月１日から平成30年６月30日まで）

　　事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等
委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第49期（平成29年７月１日から平成30年６月30日まで）
　　計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、この「招集ご通
知」をお持ちくださいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修
正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://
www.suzukinet.co.jp/）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成29年７月１日から
平成30年６月30日まで)

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、国内外情勢の影響を受けつつも

雇用環境の改善が続き、また設備投資も増加したことで企業業績は成長基

調で推移いたしました。海外においては、金融市場や政治・経済をめぐる

先行き不透明感が強い状況でしたが、米国およびヨーロッパ経済は堅調に

推移し、中国経済においては外需拡大により安定成長を堅持しました。

当社グループの属する電子部品業界におきましては、国内外の需要が拡

大したことから、部品セグメントの主力であるスマートフォン向け部品は

前年実績を上回る受注を確保することができました。また自動車電装向け

部品も堅調に推移しました。さらに機械器具セグメントは、自動車向け自

動機器の受注が堅調に推移して前年実績を上回りました。

このような状況下、当社グループは、無人化設備の導入による部品生産

効率の向上、および高精度の品質維持を実現するための当社独自の金型技

術を進化させることにより、収益の向上に努めてまいりました。海外事業

につきましては、特にインドネシアの連結対象子会社の受注拡大と収益性

の改善に向けて、積極的な設備拡充と日本からの技術移管を継続して進め

てまいりました。また、当社ビジネスの基盤強化および事業拡大の具体化

に傾注し、これら成長領域への投資資金調達のため、第三者割当による行

使価額修正条項付新株予約権の発行を行いました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高271億９百万円（前期比

14.3％増）、営業利益は21億９千３百万円（前期比27.0％増）、経常利益

は22億６百万円（前期比31.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は

11億７千６百万円（前期比28.5％増）となりました。
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事業別の状況は次のとおりであります。

(a) 金型

電子機器向け金型、自動車電装向け金型を主軸として販売してまい

りました。電子機器向け金型は、スマートフォン部品用や車載部品用

金型の販売が貢献し、自動車電装向け金型も堅調な実績となった結果、

当セグメントの売上は前期比で増加に転じました。しかし、インドネ

シア連結子会社は主に自動車関連金型の受注が計画を下回り利益が減

少しました。

その結果、売上高は16億５千６百万円（前期比4.5％増）、セグメ

ント利益は３億５百万円（前期比18.9％減）となりました。

(b) 部品

電子機器向け部品、自動車電装向け部品を主軸として販売してまい

りました。電子機器向け部品は、スマートフォン関連部品の需要が拡

大して計画を上回る受注を確保することができました。また自動車電

装向け部品も安定市場を背景として堅調に推移しました。

その結果、売上高は210億６千１百万円（前期比12.8％増）、セグ

メント利益は22億９千１百万円（前期比28.1％増）となりました。

(c) 機械器具

各種自動機器、医療器具を主軸として販売してまいりました。各種

自動機器は、車載関連装置、医療関連装置ともに得意先の増設計画に

倣った内容で増加し、医療器具も市場の高い需要を背景として堅調に

推移しました。

その結果、売上高は43億８千万円（前期比26.9％増）、セグメント

利益は５億６千万円（前期比15.1％増）となりました。

(d) その他

賃貸事業、売電事業を行っております。売上高は１千１百万円（前

期比0.3％減）、セグメント利益は４千３百万円（前期比9.3％増）と

なりました。
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　事業別売上高の推移

区分

第 48 期 第 49 期
当連結会計年度

前連結会計
年度比増減

売上高 構成比 売上高 構成比 売上高

千円 ％ 千円 ％ 千円

金 型 1,585,071 6.7 1,656,191 6.1 71,119

部 品 18,674,681 78.7 21,061,682 77.7 2,387,001

機 械 器 具 3,452,845 14.6 4,380,157 16.2 927,312

そ の 他 11,106 0.0 11,069 0.0 △37

合 計 23,723,705 100.0 27,109,102 100.0 3,385,396

②　設備投資の状況

当社グループでは、電子電装部品業界の技術革新への対処や価格競争力

を強化するための省力化装置、合理化装置、精密加工設備の他、今後の事

業拡大を図るための医療器具の増産設備、自動車電池向け部品製造の開発

と量産設備として、当連結会計年度において30億９千５百万円の設備投資

を実施しました。

金型においては、生産能力増強、精度向上のための金型パーツ加工用機

械の増設、更新を中心に２億５千８百万円の設備投資を実施しました。部

品においては、生産能力増強のためのプレス機と成型機の増設と更新、省

力化、合理化のための周辺機器設備の増設、さらに自動車部品の量産設備

など18億２百万円の設備投資を実施しました。機械器具においては、医療

器具の増産のための工場増築工事を中心に５億１千４百万円の設備投資を

実施しました。その他においては、工場建物の改善工事を中心に６百万円

の設備投資を実施しました。

③　資金調達の状況

当連結会計年度においては、新株予約権の行使および発行により、20億

４百万円の資金調達を行いました。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。
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⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

　　　　(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況

　　①　企業集団の財産および損益の状況

区　　分
第 46 期

(平成27年６月期)
第 47 期

(平成28年６月期)
第 48 期

(平成29年６月期)

第 49 期
(当連結会計年度)
(平成30年６月期)

売 上 高 (千円) 22,355,667 23,093,787 23,723,705 27,109,102

経 常 利 益 (千円) 1,376,147 1,264,186 1,676,157 2,206,499

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(千円) 584,765 165,570 916,228 1,176,922

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円) 47.21 13.37 73.98 92.27

総 資 産 (千円) 18,915,609 18,250,337 19,684,442 23,760,249

純 資 産 (千円) 12,857,481 12,285,568 13,216,670 16,075,714

１株当たり純資産額 (円) 988.63 957.64 1,044.51 1,093.43

（注）１．当社は、平成27年７月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行って

　　　　　おります。これに伴い、第46期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当た

　　　　　り当期純利益および１株当たり純資産額を算定しております。

　　　２．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数により、1株当

　　　　　たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

　　②　当社の財産および損益の状況

区　　分
第 46 期

(平成27年６月期)
第 47 期

(平成28年６月期)
第 48 期

(平成29年６月期)

第 49 期
(当事業年度)

(平成30年６月期)

売 上 高 (千円) 13,838,250 14,479,977 15,364,418 18,374,301

経 常 利 益 (千円) 877,340 1,068,370 1,465,852 2,041,284

当 期 純 利 益 (千円) 473,506 629,134 751,782 1,208,144

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円) 38.23 50.80 60.70 94.72

総 資 産 (千円) 15,475,112 15,370,241 16,778,950 20,525,964

純 資 産 (千円) 11,598,765 11,686,888 12,644,522 15,651,841

１株当たり純資産額 (円) 936.47 943.58 1,020.90 1,088.02

（注）１．当社は、平成27年７月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行って

　　　　　おります。これに伴い、第46期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当た
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　　　　　り当期純利益および１株当たり純資産額を算定しております。

　　　２．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数により、１株当

　　　　　たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

(3) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

Ｓ＆Ｓコンポーネンツ株式会社
千円

80,000
51％ コネクタ端子製造･販売

鈴木東新電子(中山)有限公司
千米ドル

8,050
80％ コネクタ端子製造･販売

鈴木東新電子(香港)有限公司
千香港ドル

1,200
80％ コネクタ端子販売

PT.SUGINDO I N T E R N A T I O N A L
千ＩＤルピア

121,239,720
98.75％ 自動車部品、電子部品製造・販売

PT.GLOBAL TEKNINDO BERKATAMA
千ＩＤルピア

67,190,000
93.60％ 金型製造・販売

（注）PT.GLOBAL TEKNINDO BERKATAMAは、平成29年８月１日付で増資を行い、その全額を当社が

　　追加出資したことにより、同社に対する当社の議決権比率は29.95％から93.60％に増加して

　　おります。

(4) 対処すべき課題

スマートフォン部品については、市場の成長鈍化が懸念されるものの今後

も一定の水準を維持するものと予測され、価格競争はさらに激化すると推測

しております。また市場動向の予測が難しい業界でありますが、短期間での

新規品立上げや大量ロットの納期に対応できる体制の強化が求められており

ます。

当社グループでは、金型製造、部品製造、生産システム製造の各部門間ネ

ットワークを有効に機能させ、金型開発や合理化・省力化機器の導入により

生産効率化を図り顧客満足度の向上に努めてまいります。またビジネス基盤

の強化と事業拡大を目的として、今後の成長領域と考える医療器具の増産体

制づくりと自動車用電池等の部品生産計画を実行するための戦略的投資を継

続するとともに研究開発にも注力してまいります。

海外展開については、中国の連結子会社は、自動車用部品比率を高めるこ

とで安定した受注を確保してきており今後は利益の拡大を図ります。インド
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ネシア連結子会社２社については、高精度加工機械設備および部品量産設備

の導入により生産能力を向上させた効果で受注が拡大しており、今後も黒字

化に向けてグループ全体で支援してまいります。

(5) 主要な事業内容（平成30年６月30日現在）

　　　当社グループは主として電気機器業界、情報・通信機器業界、自動車業界

　　への精密プレス金型、各種コネクタ用部品、半導体関連装置等の製造、販売

　　および医療機器業界への医療器具の組立等を主たる業務としております。

事 業 内 容 主 要 製 品

金 型 精密プレス金型、精密モールド金型

部 品 コネクタコンタクト、コネクタハウジング、自動車電装部品

機 械 器 具 ＳＭＴ関連装置、半導体関連装置、専用機、医療器具

そ の 他 賃貸事業、売電事業

(6) 主要な営業所および工場（平成30年６月30日現在）

 　　①　当社の主要な営業所および工場

 　　　　本社　長野県須坂市大字小河原2150番地１

　　 　工場　金型製造部 （精密プレス金型等）　　　　 長野県須坂市

　　　　　 　部品製造部 （コネクタ用部品等）　　　　 長野県須坂市

　　　　　　生産システム製造部（半導体関連装置等）　長野県須坂市

 　　②　主要な子会社の営業所

 　　　　Ｓ＆Ｓコンポーネンツ株式会社　長野県須坂市

　　　　 鈴木東新電子(中山)有限公司　　中国中山市

　　　　 鈴木東新電子(香港)有限公司　　中国香港

　　　　 PT.SUGINDO INTERNATIONAL　　　インドネシア共和国西ジャワ州

　　　　 PT.GLOBAL TEKNINDO BERKATAMA　インドネシア共和国西ジャワ州
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(7) 使用人の状況（平成30年６月30日現在）

①　企業集団の使用人の状況

区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

金 型 219名 ＋14名

部 品 469名 －6名

機 械 器 具 ･ そ の 他  69名 ＋14名

全 社 ( 共 通 )  66名 －6名

合 計 823名 ＋16名

（注）当連結会計年度末日の就業員数を記載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

526名 ＋６名 39.0歳 16.7年

(8) 主要な借入先の状況（平成30年６月30日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 八 十 二 銀 行 831,598千円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 577,190

　　（注）企業集団の主要な借入先として、当社の借入先の状況を記載しております。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　特記すべき重要な事項はありません。

－ 8 －
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２．会社の現況
(1) 株式の状況（平成30年６月30日現在）

①　発行可能株式総数　　　　　22,380,000株

②　発行済株式の総数　　　　　14,390,000株

　　（平成30年３月９日に発行した行使価額修正条項付新株予約権の大量行

　　使により、発行済株式の総数は2,000,000株増加しております。）

③　株主数　　　　　　　　　　　　19,341名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

有限会社スズキエンタープライズ 2,272千株 15.80％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
( 信 託 口 ）

986 6.86

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（ 信 託 口 ）

717 4.99

鈴 木 従 業 員 持 株 会 696 4.84

鈴　　　　木　　　　　教　　　　義 349 2.43

株 式 会 社 八 十 二 銀 行 310 2.15

髙　　　　野　　　　　忠　　　　和 295 2.05

野 村 證 券 株 式 会 社 250 1.74

資産管理サービス信託銀行株式会社
（ 証 券 投 資 信 託 口 ）

221 1.54

小 　 　 　 島 　 　 　 　 ま 　 ゆ 　 み 208 1.45

（注）１．持株数は千株未満を切り捨てております。

　　　２．持株比率は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

　　　３．持株比率は、自己株式（4,413株）を控除して計算しております。

－ 9 －
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(2) 新株予約権等の状況

　　平成30年２月20日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権

第１回新株予約権

新株予約権の総数 20,000個

新株予約権の目的である株式の種類と数
普通株式　2,000,000株

（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり750円

新株予約権の払込期日 平成30年３月９日

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 １株につき　1,346円

新株予約権の行使期間 平成30年３月12日から平成33年３月12日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合

における増加する資本金及び資本準備金

１．本新株予約権の行使により株式を発行す

る場合の増加する資本金の額は、会社計算

規則第17条の定めるところに従って算出さ

れた資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額

とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる

場合は、その端数を切り上げるものとする。

２．増加する資本準備金の額は、資本金等増

加限度額より増加する資本金の額を減じた

額とする。

新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできないものと

する。

割当先
第三者割当の方法により、発行した新株予約

権の総数を野村證券株式会社に割当てた。

（注）本新株予約権の行使価額は、当初1,346円（発行決議日の東証終値）ですが、本新株予約

権の各行使請求の通知が行われた日以降、当該通知が行われた日の直前取引日の東証終値の

92％に相当する価額に修正されます。ただし、行使価額の下限は943円（発行決議日の東証

終値の70％の水準）であり、修正後の価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下

限行使価額が修正後の行使価額となります。

－ 10 －
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(3) 会社役員の状況

　①　取締役の状況（平成30年６月30日現在）

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 　 教 義
金利精密工業股份有限公司董事
鈴木東新電子(香港)有限公司董事
鈴木東新電子(中山)有限公司董事

取 締 役 横 山 　 勝 登
管 理 本 部 長 兼 品 質 保 証 本 部 長
金利精密工業股份有限公司董事
PT.SUGINDO INTERNATIONAL取締役

取 締 役 高 山 　 　 章

製 造 本 部 長
Ｓ＆Ｓコンポーネンツ株式会社取締役
PT.SUGINDO INTERNATIONAL取締役
PT.GLOBAL TEKNINDO BERKATAMA取締役

取締役（監査等委員・常勤） 吉 田 　 章 一 Ｓ＆Ｓコンポーネンツ株式会社監査役

取締役（監査等委員） 松 本 　 光 博

松 本 会 計 事 務 所 所 長
株式会社ディーセント・コンサルティング代表取締役社長
株式会社放電精密加工研究所監査役
鈴木東新電子(中山)有限公司監察人
PT.SUGINDO INTERNATIONAL監査役

取締役（監査等委員） 河 辺 　 悠 介 河 辺 法 律 事 務 所 所 長

（注）１．取締役（監査等委員）松本光博氏および河辺悠介氏は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員）松本光博氏および河辺悠介氏は、以下のとおり、財務および会

計ならびに法律に関する相当程度の知見を有するものであります。

・松本光博氏は、公認会計士および税理士の資格を有しております。

・河辺悠介氏は、弁護士の資格を有しております。

３．当社は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効

性を高め、監査・監督機能を強化するために、吉田章一氏を常勤の監査等委員として

選定しております。

４．当社は、取締役（監査等委員）松本光博氏および取締役（監査等委員）河辺悠介氏を

東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

５．事業年度中に退任した取締役

氏名 退任日 退任事由 退任時の地位・担当および重要な兼職の状況

小 林 勇 生 平成29年9月28日 任期満了
社外取締役（監査等委員）
中野プラスチック工業株式会社代表取締役会長
アズビル太信株式会社代表取締役社長

６．当事業年度中の取締役の担当の異動は次のとおりであります。

氏名 異動前 異動後 異動年月日

横 山 勝 登
取締役専務執行役員管理本部長
兼経理部長兼品質保証本部長

取締役専務執行役員管理
本部長兼品質保証本部長

平成30年１月１日

高 山 　 章
取締役常務執行役員製造本部長
兼金型製造部長

取締役常務執行役員製
造本部長

平成30年１月１日

－ 11 －
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②　責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役（監査等委員）松本光博氏および社外取締役（監査等委

員）河辺悠介氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損

害賠償責任の限度額は、法令が定める 低責任限度額としております。

　③　取締役の報酬等

　　イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 を 除 く ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

３名
(０)

158,520千円

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

４名
（３)

28,940千円
(14,890千円)

合 計
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

７名
(３)

187,460千円
(14,890千円)

　　（注）１．上記には、平成29年９月28日開催の第48期定時株主総会終結の時をもって退任し

　　　　　　　た取締役(監査等委員）１名を含めております。

　　　　　２．取締役には、使用人分給与は支給しておりません。

　　３．取締役の報酬限度額は、平成27年９月25日開催の第46期定時株主総会において、

　　　　取締役（監査等委員を除く）について年額２億円以内（ただし、使用人分給与は

　　　　含まない。）、取締役（監査等委員）について年額４千万円以内と決議いただい

　　　　ております。

　　４．上記の支給額には、以下のものも含まれております。

　　　・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額

取締役（監査等委員を除く）　３名 23,200千円

取締役（監査等委員）　　　　４名 4,700千円（うち社外取締役３名 1,200千円）

　　ロ．当社は、平成25年９月27日開催の第44期定時株主総会終結の時をもって
　　　取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引
　　　き続いて在任する取締役および監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃
　　　止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈する
　　　ことを決議いたしております。これに基づき、当事業年度中に退任した
　　　取締役（監査等委員）１名に対し3,200千円の役員退職慰労金を支給して
　　　おります。

－ 12 －
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　④　社外役員に関する事項
　　イ．他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

・取締役(監査等委員)松本光博氏は、松本会計事務所の所長および株式

　会社ディーセント・コンサルティングの代表取締役社長および株式会社

　放電精密加工研究所の監査役および鈴木東新電子（中山）有限公司の

　監察人ならびにPT.SUGINDO INTERNATIONALの監査役であります。当社と

　松本会計事務所および株式会社ディーセント・コンサルティングならび

　に株式会社放電精密加工研究所との間には特別の取引関係はありません。

　鈴木東新電子（中山）有限公司およびPT.SUGINDO INTERNATIONALは当社

　の海外子会社であり、同社との間には営業取引関係があります。

・取締役(監査等委員)河辺悠介氏は、河辺法律事務所の所長であります。

　当社と河辺法律事務所との間には特別の取引関係はありません。

　　ロ．当事業年度における主な活動状況

・取締役会および監査等委員会への出席状況

取締役会（15回開催） 監査等委員会（14回開催）

出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率

取締役(監査等委員） 松本光博 14回 93％ 14回 100％

取締役(監査等委員） 河辺悠介 11回 100％ 10回 100％

(注）河辺悠介氏は、平成29年９月28日開催の第48期定時株主総会において就任されたため、取締
　　 役会および監査等委員会の開催回数が他の社外役員とは異なります。なお、同氏の就任後の
　　 取締役会の開催回数は11回、監査等委員会の開催回数は10回であります。

・取締役会および監査等委員会における発言状況

　　　　取締役(監査等委員）松本光博氏は、公認会計士としての専門的見地か

　　　　ら、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す

　　　　るための発言を行っております。また、監査等委員会において、主に当

　　　　社の経理システムならびに内部監査について適宜、必要な発言を行って

　　　　おります。

　　　　取締役(監査等委員）河辺悠介氏は、弁護士として法律に関する専門的

　　　　な知識と経験から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・

　　　　適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会に

　　　　おいて、主に監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必

　　　　要な発言を行っております。

－ 13 －
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　新日本有限責任監査法人

　　　　(注）新日本有限責任監査法人は、平成30年７月１日付で法人名称を変更し、

　　　　　　   EY新日本有限責任監査法人となりました。

②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30,000千円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

30,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんの

で、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬

見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行なったうえで、

会計監査人の報酬等の額について妥当と認め、同意の判断をいたしました。

３．当社の重要な子会社のうち、鈴木東新電子(中山)有限公司、鈴木東新電子(香港)有限

公司、PT.SUGINDO INTERNATIONAL、PT.GLOBAL TEKNINDO BERKATAMAについては、当社の

会計監査人以外の監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含

む。）の監査を受けております。

③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再

任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任

します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後 初に

招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を

報告いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。

－ 14 －
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３．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
　(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　　　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

　　制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　　は以下のとおりであります。

　　１．当社および当社子会社（以下、「当社グループ」という）の取締役およ

　　　び使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための

　　　体制

　　　①　当社は企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿

　　　　勢を明確にするため、企業理念、企業行動基準を定めた「鈴木行動憲

　　　　章・行動基準」および「経営理念手帳」を作成し、それを全役職員に周

　　　　知徹底させる。

　　　②　代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、

　　　　コンプライアンス上の重要な問題を審議するとともに、コンプライアン

　　　　ス体制の強化および企業倫理の浸透を図るべく啓蒙教育を実施する。

　　　③　「内部通報者保護規程」を定めコンプライアンス上疑義のある行為等

　　　　を発見した場合、社内および社外に速やかに通報・相談できる窓口を設

　　　　置する。会社は通報・相談内容を厳守するとともに、通報・相談者に対

　　　　して不利益な扱いを行わない。

　　　④　内部監査組織として、代表取締役社長の直轄部門とする内部監査室を

　　　　設置する。内部監査室は、法令の遵守状況および業務活動の効率性など

　　　　について、監査等委員会とも連携しつつ当社各部門および企業グループ

　　　　に対し内部監査を実施し、業務改善に向け具体的に助言・勧告を行う。

　　　⑤　監査等委員会は独立した立場から、当社グループのコンプライアンス

　　　　体制および内部通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見

　　　　を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

　　２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役の意思決定または取締役に対する報告に関しては、文書の作成、

保存および廃棄に関する「文書管理規程」に基づき、適切かつ確実に閲覧

可能な状態で保存および管理を行う。

　　３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　　①　当社は、当社グループ全体の危機発生時の対応とその防止のための体

　　　　制整備を目的とした「リスク管理規程」「危機管理規程」「緊急事態対

　　　　応規程」を定め、リスク管理に対する基本的な管理システムを整備する。
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　　　②　取締役および執行役員は、自己に委嘱された職務領域について、危機

　　　　管理体制を構築する権限と責任を有する。

　　　③　組織横断的なリスクおよびリスク管理全体を統括するシステムとして

　　　　「コンプライアンス委員会」を設置しこれにあたる。

　　　④　各部門の所管業務に付随するリスク管理については、担当取締役また

　　　　は執行役員とともに、それぞれの担当部署にて、ガイドラインの制定、

　　　　研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う。

　　　⑤　会社全体あるいは経営の根幹に係わる重要事項については、取締役会

　　　　での審議を経て、対応を決定する。また、取締役の中から対策責任者を

　　　　任命し、対応を指揮するとともに、その状況を適宜取締役会に報告する。

　　４．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する

　　　ための体制

　　　①　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の

　　　　基礎として、定例の取締役会を月１回開催するほか、適宜臨時に開催

　　　　し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。

　　　②　取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「職務分

　　　　掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの責任者およびその責任

　　　　と権限、執行手続の詳細について定め、職務の執行が効率的に行われる

　　　　ことを確保する。

　　　③　業務の運営に関しては、当社グループ全体の中期予算計画および年度

　　　　予算計画を立案し、当社グループ全体の目標を設定し、これを当社グル

　　　　ープ各社の業務目標に落とし込み、業績管理を行う。また、当社では、

　　　　月１回開催する取締役および各部門長等で構成される経営会議におい

　　　　て、定期的に各部門より業績の分析と改善策を報告させ、具体的な施策

　　　　を実施させるものとする。

　　５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制および当社子会

　　　社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　　　①　当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社の「鈴木行動

　　　　憲章・行動基準」および「経営理念手帳」を当社グループに周知徹底さ

　　　　せ、これを基礎として当社グループ各社が諸規程を制定・改定する。

　　　②　業務の運営に関しては、グループ会社の自主性を尊重しつつ、当社に

　　　　定期的に業務執行の報告を行い、経営に関する重要事項については

　　　　「関係会社管理規程」に基づく当社取締役会への付議または報告を行う

　　　　こと等によりグループ会社の職務の効率を確保する。
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　　　③　内部監査室はグループ会社に対しても内部監査を実施し、その結果を

　　　　グループ会社の取締役および当社の取締役に報告する。

　　６．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に

　　　おける当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に

　　　関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　　　　監査等委員会が必要とした場合、その職務を補助する使用人（以下、

　　　「監査等委員会補助者」という）を置くものとする。なお、監査等委員会

　　　補助者の任命、異動、評価、懲戒等は、監査等委員会の意見を尊重した上

　　　で行うものとし、当該監査等委員会補助者の取締役（監査等委員である取

　　　締役を除く。）からの独立性を確保するものとする。監査等委員会補助者

　　　は、その要請された業務の遂行に関して、監査等委員の指示に従い、取締

　　　役（監査等委員である取締役を除く。）等の指揮命令を受けない。

　　７．当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用

　　　人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告

　　　に関する体制および報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない

　　　ことを確保するための体制

　　　①　当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使

　　　　用人は監査等委員会に対して、事業運営上の重要事項ならびに重要な業

　　　　務執行の状況および結果について適宜報告する。

　　　②　当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使

　　　　用人は当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項および不正

　　　　行為や重要な法令ならびに定款違反行為を認知した場合のほか、経営会

　　　　議等重要な会議の付議事項ならびに決定事項、その他必要な重要事項

　　　　を、法令および社内規程に基づき監査等委員会に報告する。

　　　③　内部監査室は、独立したコンプライアンス推進直轄組織として、内部

　　　　統制の観点から、各部門の業務の適法性および妥当性ならびにリスクの

　　　　存在の有無について監査を実施し、監査結果を監査等委員会に報告する。

　　　④　総務部は、内部通報の状況について、監査等委員会に報告する。

　　　⑤　当社グループは、上記の報告を行った取締役（監査等委員である取締

　　　　役を除く。）および使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として

　　　　不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
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　　８．監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続

　　　きその他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理に係る方

　　　針に関する事項

　　　　当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまた

　　　は償還等の請求をした場合には、当該請求に係る費用または債務が当該監

　　　査等委員会の職務の執行に必要ではないと明らかに認められる場合を除き、

　　　当該費用または債務を負担する。

　　９．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体

　　　制

　　　①　監査等委員は、当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除

　　　　く。）および使用人の職務の執行状況を把握するため監査等委員会が定

　　　　める監査方針および分担に従って、監査に必要な会議等に出席し、当社

　　　　グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人か

　　　　らその職務執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。

　　　②　監査等委員は、内部監査室および会計監査人と情報交換を密にし、連

　　　　携して監査が実効的に行われることを確保する。

　　10．当社グループの財務報告の信頼性を確保するための体制

　　　　当社グループは、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品

　　　取引法の定めに従った財務報告に係る内部統制システムを構築し、その有

　　　効性を評価し、必要な是正を行い、適切な報告を行う体制を整備運用する。

　　11．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況

　　　　反社会的勢力あるいはその関係者・関係団体とは一切の関わりをもたな

　　　い。それらの反社会的勢力等からの不当な圧力に対しては、地元警察署や

　　　顧問弁護士等の外部専門機関と連携する等により組織的に対応する体制を

　　　構築する。

　(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　　　当社および当社子会社（以下、「当社グループ」という）の当連結会計年

　　度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとお

　　りであります。

　　１．コンプライアンス体制

　　　　当社グループのコンプライアンス体制については、コンプライアンス関

　　　連規程を適宜整備し、内部監査室が適切に運用されているかチェックを行
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　　　っております。また、当社の行動規範である鈴木行動憲章をカード化して

　　　全社員に配布し、いつでもどこでも確認できるようにしております。また、

　　　半期ごとにコンプライアンス委員会を開催し、法改正や当社グループのコ

　　　ンプライアンス体制の状況などを適宜確認、協議しております。また、同

　　　委員会において当期における内部通報制度の利用状況を報告しております。

　　２．リスク管理体制

　　　　当社グループのリスク管理体制については、リスク管理規程を整備する

　　　とともにリスク管理委員会において、適宜リスクの把握を行い、必要な措

　　　置を講じております。また、リスク管理委員会の主導で、災害時の対応マ

　　　ニュアルや緊急時の連絡網の整備等を行っております。

　　３．情報保存管理体制

　　　　当社グループの情報保存管理体制については、文書保存規程および関連

　　　規程に基づき、適切に保管および管理を行っています。また必要に応じて

　　　閲覧できるようにしております。廃棄の際には、溶解処理等により、再生

　　　不可能とする処分方法により廃棄することとしております。また、情報セ

　　　キュリティ活動の一環として、ｅ－ラーニングシステムを使っての情報セ

　　　キュリティ研修を全社員を対象に行っております。

　　４．グループ管理体制

　　　　当社の子会社は、関係会社管理規程に基づき月次で財務状況と業務執行

　　　状況を当社に報告しております。また、子会社とは定期的に業務執行状況、

　　　問題点等について意見交換しております。

　　５．監査体制

　　　　監査等委員は、取締役会のほか、重要会議へ出席し、業務執行状況報告

　　　を受け、意思決定過程や内容につき監督を行いました。また、常勤監査等

　　　委員は、会計監査人および内部監査部門と定期的に情報交換を行い、連携

　　　を密にして監査の実効性を高めております。子会社については関係部門と

　　　の定期会合のほか、適宜報告を受けました。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成30年６月30日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

そ の 他

貸 倒 引 当 金

11,772,054

3,284,007

5,443,307

272,909

1,245,700

1,129,442

96,006

300,680

11,988,194

10,116,774

3,990,681

3,601,642

356,843

1,423,475

744,130

84,195

81,345

2,850

1,787,224

1,647,687

140,673

△1,136

流 動 負 債 5,426,969

買 掛 金 2,402,812

短 期 借 入 金 1,245,325

１ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 480,854

未 払 金 285,583

未 払 法 人 税 等 556,809

未 払 消 費 税 等 3,079

賞 与 引 当 金 102,519

役 員 賞 与 引 当 金 27,900

そ の 他 322,086

固 定 負 債 2,257,565

長 期 借 入 金 927,934

長 期 未 払 金 442,531

退職給付に係る負債 887,100

負 債 合 計 7,684,535

純 資 産 の 部

株 主 資 本 14,985,059

資 本 金 2,437,470

資 本 剰 余 金 2,256,578

利 益 剰 余 金 10,292,196

自 己 株 式 △1,185

その他の包括利益累計額 744,503

その他有価証券評価差額金 729,254

為替換算調整勘定 72,890

退職給付に係る調整累計額 △57,641

非 支 配 株 主 持 分 346,151

純 資 産 合 計 16,075,714

資 産 合 計 23,760,249 負 債 ・ 純 資 産 合 計 23,760,249

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成29年７月１日から
平成30年６月30日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 27,109,102

売 上 原 価 23,092,873

売 上 総 利 益 4,016,228

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,822,422

営 業 利 益 2,193,805

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ・ 配 当 金 39,779

受 取 賃 貸 料 7,420

ス ク ラ ッ プ 売 却 益 11,476

そ の 他 11,587 70,263

営 業 外 費 用

支 払 利 息 32,085

為 替 差 損 1,104

株 式 交 付 費 11,023

支 払 補 償 費 2,365

新 株 予 約 権 発 行 費 8,380

そ の 他 2,609 57,570

経 常 利 益 2,206,499

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 9,943

投 資 有 価 証 券 売 却 益 9 9,952

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 11,822

固 定 資 産 除 却 損 14,543 26,366

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,190,086

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 848,902

法 人 税 等 調 整 額 △24,646 824,255

当 期 純 利 益 1,365,830

非支配株主に帰属する当期純利益 188,907

親会社株主に帰属する当期純利益 1,176,922

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成29年７月１日から
平成30年６月30日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成29年7月1日　残高 1,435,300 1,379,280 9,251,515 △1,130 12,064,965

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △136,241 △136,241

新株の発行（新株予約権
の 行 使 ）

1,002,170 1,002,170 2,004,340

連結子会社の増資による
持 分 の 増 減

△124,871 △124,871

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,176,922 1,176,922

自 己 株 式 の 取 得 △55 △55

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 1,002,170 877,298 1,040,680 △55 2,920,093

平成30年6月30日　残高 2,437,470 2,256,578 10,292,196 △1,185 14,985,059

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株 主 持 分

純 資 産 合 計その他有価証
券評価差額金

為替換算調整勘定
退職給付に係る
調整累計額

その他の
包括利益

累計額合計

平成29年7月1日　残高 798,122 126,900 △53,097 871,925 279,779 13,216,670

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △136,241

新株の発行（新株予約権
の 行 使 ）

2,004,340

連結子会社の増資による
持 分 の 増 減

△124,871

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,176,922

自 己 株 式 の 取 得 △55

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△68,868 △54,010 △4,544 △127,422 66,371 △61,050

連結会計年度中の変動額合計 △68,868 △54,010 △4,544 △127,422 66,371 2,859,043

平成30年6月30日　残高 729,254 72,890 △57,641 744,503 346,151 16,075,714

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　５社

・連結子会社の名称　　　　Ｓ＆Ｓコンポーネンツ株式会社

鈴木東新電子（中山）有限公司

鈴木東新電子（香港）有限公司

PT.SUGINDO INTERNATIONAL

PT.GLOBAL TEKNINDO BERKATAMA

(2) 持分法の適用に関する事項

　持分法適用の関連会社数

　該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、鈴木東新電子（中山）有限公司及び鈴木東新電子（香港）有限公司、

PT.SUGINDO INTERNATIONAL、PT.GLOBAL TEKNINDO BERKATAMAの決算日は12月31日でありま

す。連結計算書類の作成に当たっては３月31日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を

使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

・その他有価証券

　時価のあるもの　　　　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）

　時価のないもの　　　　移動平均法に基づく原価法

ロ．たな卸資産

・製品・仕掛品　　　　　金型・自動機器・・・個別原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

その他・・・総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・原材料・貯蔵品　　　　総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）
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②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産

　（リース資産を除く）

　当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外連結子会社

は定額法を採用しております。

　ただし、当社及び国内連結子会社は平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物は定額法を採用しておりま

す。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　３～50年

機械装置及び運搬具　　３～17年

その他　　　　　　　　２～20年

ロ．無形固定資産

　（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに

ついては利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

ハ．長期前払費用　　　　　定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については過去の貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち

当連結会計年度負担額を計上しております。

ハ．役員賞与引当金　　　　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額

に基づき計上しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法

イ．退職給付見込額の期間帰属方法　　　退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額

を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方

法については、給付算定式基準によっておりま

す。

ロ．数理計算上の差異の費用処理方法　　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理しており

ます。

⑤　その他連結計算書類作成のための重要な事項

　　消費税等の会計処理　　税抜方式によっております。
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２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

　①　担保に供している資産

建物及び構築物 2,792,579千円

土地 1,207,745千円

計 4,000,324千円

②　担保に係る債務

１年内返済予定の長期借入金 480,854千円

長期借入金 927,934千円

計 1,408,788千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 20,742,603千円

(3) 補助金等により取得した固定資産の圧縮記帳累計

　過年度に取得した資産のうち、補助金等による圧縮記帳総額は365,000千円であり、連結貸

借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。

　なお、その内訳は建物及び構築物282,200千円、土地60,000千円、工具、器具及び備品22,800

千円であります。

(4) 受取手形裏書譲渡高 53,591千円

(5) 連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしてお

ります。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末

日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

受取手形 3,803千円

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 12,390,000株 2,000,000株 －株 14,390,000株

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加2,000,000株は、新株予約権の権利行使による増加で

あります。

(2) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

平成29年９月28日開催の第48期定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 136,241千円

・１株当たり配当額 11円

・基準日 平成29年６月30日

・効力発生日 平成29年９月29日
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②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの

　平成30年９月27日開催の第49期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 187,012千円

・１株当たり配当額 13円

・基準日 平成30年６月30日

・効力発生日 平成30年９月28日

４．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については安全性の高い預金等に限定し、資金調達について

は、主に金型、部品、自動機器、医療組立の製造販売事業を行うための設備投資計画に照

らして、銀行借入で調達しております。

　デリバティブ取引は外貨建取引の将来の市場変動による損失の回避・コストの確定等を

目的として利用しており、投機的な取引は行いません。

②　金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

　投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金等は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

　借入金のうち短期借入金は営業取引、設備投資に係る資金調達であり、長期借入金は主

に工場建設等、大規模な設備投資に係る資金調達であります。営業債務や借入金は、流動

性リスクに晒されております。

　デリバティブ取引は、主に外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクを回避する

ための為替予約であり、信用リスク、市場リスクに晒されております。なお、ヘッジ会計

は適用しておりません。

③　金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当該リスクに関しましては、当社グループの債権管理規程に従い、取引先ごとの期日

管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制とし

ております。

　デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定している

ため、信用リスクはほとんどないと認識しております。
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ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当該リスクに関しましては、定期的に時価や発行体（主として取引先企業）の財務状

況等を把握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直し

ております。

　デリバティブ取引の執行・管理については、担当部署が決裁担当者の承認を得て行っ

ております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当該リスクに関しましては、資金収支計画を作成するなどの方法により、リスクを管

理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が無い場合には合理的に

算定された価額が含まれております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成30年６月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれて

おりません。

連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 3,284,007 3,284,007 －

(2）受取手形及び売掛金 5,443,307 5,443,307 －

(3）投資有価証券 1,636,655 1,636,655 －

　資産計 10,363,971 10,363,971 －

(1）買掛金 2,402,812 2,402,812 －

(2）短期借入金 1,245,325 1,245,325 －

(3) 長期借入金（１年内含む） 1,408,788 1,407,197 △1,590

　負債計 5,056,925 5,055,334 △1,590

 デリバティブ取引 － － －

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

 資　産

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。

(3)投資有価証券

　投資有価証券の時価について、株式等は取引所の価格によっております。

負　債

(1)買掛金、(2)短期借入金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。
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(3)長期借入金（１年内含む）

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場

合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

　　　２．時価を算定することが極めて困難と認められる金融商品

区分
連結貸借対照表計上額

 (千円）

非上場株式 11,031

関係会社株式 －

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ

ることから、「(3)投資有価証券」には含めておりません。

５．賃貸等不動産に関する注記

　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

６．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,093円43銭

(2) １株当たり当期純利益 92円27銭

７．重要な後発事象に関する注記

該当ありません。
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貸　借　対　照　表
（平成30年６月30日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

短 期 貸 付 金

未 収 入 金

貸 倒 引 当 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 輌 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

会 員 権

そ の 他

貸 倒 引 当 金

9,373,373

2,251,523

17,500

857,993

3,489,034

80,513

1,182,666

668,630

18,531

81,341

716,000

78,864

△182,227

113,000

11,152,590

7,705,594

2,905,812

481,847

2,187,680

46,089

213,910

1,217,584

652,669

63,727

60,876

2,850

3,383,268

1,645,730

1,001,652

4,460

960,000

15,981

29,638

36,941

△311,136

流 動 負 債 2,705,668

買 掛 金 1,223,267

１年内返済予定の長期借入金 480,854

未 払 金 200,790

未 払 費 用 150,553

未 払 法 人 税 等 401,670

前 受 金 7,020

預 り 金 123,965

賞 与 引 当 金 86,567

役 員 賞 与 引 当 金 27,900

固 定 負 債 2,168,454

長 期 借 入 金 927,934

退 職 給 付 引 当 金 782,781

繰 延 税 金 負 債 49,379

長 期 未 払 金 351,110

関係会社事業損失引当金 57,248

負 債 合 計 4,874,123

純 資 産 の 部

株 主 資 本 14,922,586

資 本 金 2,437,470

資 本 剰 余 金 2,441,903

資 本 準 備 金 2,441,903

利 益 剰 余 金 10,044,399

利 益 準 備 金 115,000

その他利益剰余金 9,929,399

別 途 積 立 金 6,250,000

繰越利益剰余金 3,679,399

自 己 株 式 △1,185

評価・換算差額等 729,254

その他有価証券評価差額金 729,254

純 資 産 合 計 15,651,841

資 産 合 計 20,525,964 負 債 ・ 純 資 産 合 計 20,525,964

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成29年７月１日から
平成30年６月30日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 18,374,301

売 上 原 価 15,228,466

売 上 総 利 益 3,145,835

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,345,521

営 業 利 益 1,800,313

営 業 外 収 益

受 取 利 息 16,485

受 取 配 当 金 270,695

業 務 受 託 料 46,601

受 取 賃 貸 料 24,893

そ の 他 20,952 379,628

営 業 外 費 用

支 払 利 息 10,900

貸 倒 引 当 金 繰 入 82,903

関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 24,748

新 株 予 約 権 発 行 費 8,380

株 式 交 付 費 11,023

そ の 他 700 138,657

経 常 利 益 2,041,284

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 9,277

投 資 有 価 証 券 売 却 益 9 9,286

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 10,590

固 定 資 産 除 却 損 14,295

関 係 会 社 株 式 評 価 損 265,844 290,730

税 引 前 当 期 純 利 益 1,759,841

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 576,920

法 人 税 等 調 整 額 △25,223 551,696

当 期 純 利 益 1,208,144

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（平成29年７月１日から
平成30年６月30日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己
株式

株主資本
合 計

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 　 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

平成2 9年7月1日　残高 1,435,300 1,439,733 1,439,733 115,000 6,250,000 2,607,496 8,972,496 △1,130 11,846,399

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行
（新株予約権
の 行 使 ）

1,002,170 1,002,170 1,002,170 2,004,340

剰余金の配当 △136,241 △136,241 △136,241

当 期 純 利 益 1,208,144 1,208,144 1,208,144

自 己 株 式 の 取 得 △55 △55

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 1,002,170 1,002,170 1,002,170 － － 1,071,902 1,071,902 △55 3,076,187

平成30年6月30日　残高 2,437,470 2,441,903 2,441,903 115,000 6,250,000 3,679,399 10,044,399 △1,185 14,922,586

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成2 9年7月1日　残高 798,122 798,122 12,644,522

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行
（新株予約権
の 行 使 ）

2,004,340

剰余金の配当 △136,241

当 期 純 利 益 1,208,144

自 己 株 式 の 取 得 △55

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

△68,868 △68,868 △68,868

事業年度中の変動額合計 △68,868 △68,868 3,007,318

平成30年6月30日　残高 729,254 729,254 15,651,841

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

・子会社株式・関連会社株式　　移動平均法による原価法

・その他有価証券

　時価のあるもの　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

　時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法

②　たな卸資産

・製品・仕掛品　　　　　　　　金型・自動機器・・・個別原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

その他・・・総平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・原材料・貯蔵品　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　　（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平

成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物

については定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　３～50年

機械及び装置　　　　　３～17年

工具、器具及び備品　　２～20年

②　無形固定資産

　　（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト

ウエアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。

③　長期前払費用　　　　　　　　　定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については過

去の貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額

のうち当事業年度負担額を計上しております。

③　役員賞与引当金　　　　　　　　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき計上しております。

－ 32 －

個別注記表



2018/08/27 13:32:11 / 18407174_株式会社鈴木_招集通知

④　退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、計上

しております。

　イ．退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年

度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基

準によっております。

　ロ．数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法

により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処

理しております。

⑤　関係会社事業損失引当金　　　　関係会社の事業に係る損失等に備えるため、関係会社

の財政状態等を個別に勘案し、損失見込額を計上してお

ります。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

①　退職給付に係る会計処理　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法

は、連結計算書類におけるこれらの会計処理と異なっており

ます。

②　消費税等の会計処理　　　　税抜方式によっております。

２．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

建物 2,792,579千円

土地 1,207,745千円

計 4,000,324千円

②　担保に係る債務

１年内返済予定の長期借入金 480,854千円

長期借入金 927,934千円

計 1,408,788千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 16,689,355千円

(3) 補助金等により取得した固定資産の圧縮記帳累計

　過年度に取得した資産のうち、補助金等による圧縮記帳総額は365,000千円であり、貸借

対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。

　なお、その内訳は建物275,400千円、構築物6,800千円、土地60,000千円、工具、器具及

び備品22,800千円であります。
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(4) 保証債務

　次の会社に対し債務保証を行っております。

鈴木東新電子（香港）有限公司

PT.GLOBAL TEKNINDO BERKATAMA

960,960千円

37,219千円

（借入金）

（リース）

(5) 受取手形裏書譲渡高 53,591千円

(6) 期末日満期手形等

　期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残

高に含まれております。

電子記録債権 3,803千円

(7) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 905,195千円

短期金銭債務 11,427千円

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

　　売上高 787,925千円

　　仕入高 210,089千円

　　営業取引以外の取引高 343,510千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 4,368株 45株 －株 4,413株

(注) 普通株式の自己株式の増加45株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　繰延税金資産(流動)

　　棚卸資産評価損 6,670千円

　　賞与引当金 30,184千円

　　未払事業税 27,007千円

　　確定拠出年金未払金 1,641千円

　　貸倒引当金 55,488千円

　　その他 15,837千円

　繰延税金資産(流動)計 136,829千円

　繰延税金資産(固定)

　　退職給付引当金 238,357千円

　　長期未払金 106,754千円

　　減価償却費超過額 31,541千円

　　みなし配当加算金 31,084千円

　　貸倒引当金 94,740千円

　　関係会社事業損失引当金 17,432千円

　　減損損失 2,231千円

　　会員権評価損 21,266千円

　　有価証券評価損 417,028千円

　　その他 365千円

　繰延税金資産(固定)計 960,802千円

　繰延税金負債(固定)

　　その他有価証券評価差額金 △319,278千円

　　繰延税金負債(固定)計 △319,278千円

　評価性引当額 △746,391千円

　繰延税金資産の純額 31,961千円
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６．関連当事者との取引に関する注記

子会社等

属 性 会社等の名称
資本金又
は出資金
( 千 円 )

事 業 の
内 容

議決権等
の 所 有
(被所有)
割 合
( ％ )

関 連 当 事 者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
( 千 円 )

科 目
期末残高
( 千 円 )

子会社
Ｓ ＆ Ｓ
コンポー
ネンツ㈱

80,000

コ ネ ク
タ 端 子
製 造
販 売

51

ロイヤリティの

受領

業務の受託

役員の兼任2名

ロイヤリテ
ィ の 受 取
注３（１）

51,892
売 掛 金

未 収 入 金

63,700

4,158業 務 受 託
注３（１）

46,200

子会社

鈴木東新
電 子
（中山）
有限公司

8,050
(千USD)

コ ネ ク
タ 端 子
製 造
販 売

80
資金の貸付け

役員の兼任3名

利息の受取
注３（２）

3,336

短 期
貸 付 金
注４

176,000

未 収 入 金 7,394

子会社

鈴木東新
電 子
（香港）
有限公司

1,200
(千香港ドル)

コ ネ ク
タ 端 子
販 売

80

ロイヤリティの

受領

資金の貸付け

債務保証

役員の兼任2名

ロイヤリテ
ィ の 受 入
注３（１）

15,961
短 期
貸 付 金

長 期
貸 付 金
注５
未 収 入 金

190,000

310,000

6,415

利息の受取
注３（２）

5,495

債 務 保 証
注３（３）

960,960

保証料の受
入 れ
注３（３）

2,572

子会社
P T . S U G I N D O
INTERNATIONAL

121,239,720
(千IDR)

自動車部品、
電 子 部 品 製
造 ・ 販 売

98.75
資金の貸付け

役員の兼任3名

利息の受取
注３（２）

7,400

未 収 入 金

短 期
貸 付 金

長 期
貸 付 金

1,061

350,000

500,000

子会社
PT.GLOBAL
TEKNINDO
BERKATAMA

67,190,000
(千IDR)

金 型 製
造・販売

93.60

資金の貸付け

債務保証

役員の兼任1名

利息の受取
注３（２）

218

未 収 入 金

長 期
貸 付 金

88

150,000

債 務 保 証
注３（３）

37,219

保証料の受
入 れ
注３（３）

88

　注１. 取引金額には消費税等を含みません。

２. Ｓ＆Ｓコンポーネンツ㈱に対する期末残高には消費税等が含まれております。

３. 取引条件及び取引条件の決定方針等

　(1) ロイヤリティ及び業務受託については、市場価格、総原価を勘案して取引価格を決定

　　　しております。

　(2) 各子会社に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定し

ております。なお、担保は受け入れておりません。

　(3) 債務保証は銀行借入及びリースに対し行ったものであり、年率0.3％の保証料を受領し

ております。

４. 鈴木東新電子（中山）有限公司への短期貸付金に対し、176,000千円の貸倒引当金を計上

しております。

５. 鈴木東新電子（香港）有限公司への短期貸付金及び長期貸付金に対し、それぞれ6,227千

円と310,000千円の貸倒引当金を計上しております。

　　また、当事業年度において82,903千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。
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７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,088円02銭

(2) １株当たり当期純利益 94円72銭

８．重要な後発事象に関する注記

該当ありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成30年８月９日

株式会社鈴木

取締役会　御中

ＥＹ新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 山 中 　 崇 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 野 本 博 之 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社鈴木の平成

29年７月１日から平成30年６月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結

注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不

正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か

ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国に

おいて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施

することを求めている。
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　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤

謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び

適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも

のではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切

な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内

部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用

方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計

算書類の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、株式会社鈴木及び連結子会社からなる企

業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以　　上
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計算書類に係る会計監査報告

独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成30年８月９日

株式会社鈴木

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 山 中 　 崇 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 野 本 博 之 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社鈴木

の平成29年７月１日から平成30年６月30日までの第49期事業年度の計算書

類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに

ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ

の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統

制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監

査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書

に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査

計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
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　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監

査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断

により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示

のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の

有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す

る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附

属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ

の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査等委員会は、平成29年７月１日から平成30年６月30日までの第49

期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その

方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関

する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部

統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に

ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとと

もに、下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の指

針、職務の分担等に従い、内部監査室と連携の上、取締役会、各部

門経営会議その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ

の職務の執行について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要

な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財

産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締

役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子

会社から事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため

の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す

る品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って

整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、

計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）

及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

－ 42 －

監査等委員会の監査報告



2018/08/27 13:32:11 / 18407174_株式会社鈴木_招集通知

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容

及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま

せん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

平成30年８月10日

株 式 会 社 鈴 木 　 監 査 等 委 員 会

常勤監査等委員 吉 田 章 一 

監 査 等 委 員 松 本 光 博 

監 査 等 委 員 河 辺 悠 介 

（注）　監査等委員松本光博氏及び監査等委員河辺悠介氏は、会社法第2条　

　　第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

当社は業績ならびに当社グループを取巻く経営環境や将来の事業展開に備え

　た内部留保等を総合的に勘案し、安定配当の維持に努めることを基本としてお

　ります。

　　また、当社は、平成30年６月10日に創立85周年を迎えました。つきましては、

　これまでの株主の皆様のご支援にお応えするため、普通配当11円に記念配当

　２円を加え、当期の期末配当は１株につき13円とさせていただきたいと存じま

　す。

　期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　当社普通株式　１株につき金13円（普通配当11円、記念配当2円）

　配当総額は187,012,631円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　平成30年９月28日
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）

全員(３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者

について適任であると判断しております。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号
氏 名

（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

の 株 式 数

１

すず

鈴
き

木
のり

教
よし

義
(昭和36年７月５日生)

昭和57年３月　当社入社
昭和62年８月　当社取締役企画室長
平成元年７月　当社取締役生産統轄本部長
平成３年５月　当社代表取締役社長（現任）

349,440株

【重要な兼職の状況】
金利精密工業股份有限公司董事、鈴木東新電子(香港)有限公司董事
鈴木東新電子(中山)有限公司董事

【選任理由】
同氏は、平成３年５月に当社代表取締役社長に就任以来、代表取締役としての職責
を果たし、経営全般およびグローバル事業等を牽引し、強いリーダーシップを発揮
して企業価値の持続的向上に務めて参りました。その実績、能力、企業経営者とし
ての豊富な経験とともに人格、見識とも優れており、引き続き取締役として選任を
お願いするものです。

【当社との特別の利害関係】
当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

２

よこ

横
やま

山
かつ

勝
と

登

(昭和33年８月26日生)

昭和57年３月　当社入社
平成15年１月　当社総務副部長
平成19年９月　当社取締役総務部長
平成21年９月　当社常務取締役総務部長
平成22年７月　当社常務取締役総務部長兼
              品質保証部管掌
平成24年９月　当社専務取締役総務部長兼
　　　　　　　品質保証部管掌
平成28年１月　当社取締役専務執行役員管理
　　　　　　　本部長兼経理部長兼品質保証
　　　　　　　本部長
平成30年１月　当社取締役専務執行役員管理

本部長兼品質保証本部長（現
任）

17,000株

【重要な兼職の状況】

金利精密工業股份有限公司董事、PT.SUGINDO INTERNATIONAL取締役

【選任理由】

同氏は、主に人事・労務部門に携わった後、平成19年９月より取締役として総務部
門を管掌、平成28年１月より取締役専務執行役員として社長を補佐し、主に管理本
部、経理、品質保証担当を務めながら経営全般を担っております。豊富な経験と実
績に基づき、管理部門のエキスパートとして経営全般の適切な監督と意思決定がで
きるバランス感覚を有することから、引き続き取締役として選任をお願いするもの
です。

【当社との特別の利害関係】
当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。
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候補者番号
氏 名

（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

の 株 式 数

３

たか

高
やま

山
 

　
あきら

章

(昭和32年９月８日生)

昭和55年３月　当社入社
平成15年１月　当社金型製造副部長
平成16年１月　当社金型製造部長
平成16年９月　当社取締役金型製造部長
平成21年１月　当社取締役部品製造部長兼
　　　　　　　モールド製造部管掌
平成22年１月　当社取締役技術開発部長
平成23年７月　当社取締役技術開発部長兼
　　　　　　　生産システム製造部管掌
平成26年７月　当社取締役金型製造部長兼
　　　　　　　技術開発部管掌
平成27年９月　当社執行役員金型製造部長
平成28年９月　当社取締役常務執行役員製造
　　　　　　　本部長兼金型製造部長
平成30年１月　当社取締役常務執行役員製造
　　　　　　　本部長（現任）

9,800株

【重要な兼職の状況】
Ｓ＆Ｓコンポーネンツ株式会社取締役、PT.SUGINDO INTERNATIONAL取締役
PT.GLOBAL TEKNINDO BERKATAMA取締役
【選任理由】
同氏は、主に金型製造・管理に携わった後、平成16年９月より取締役として金型製
造部門を管掌、平成28年９月より取締役常務執行役員として社長を補佐し、主に、
製造本部、金型製造担当を務めながら経営全般を担っております。豊富な経験と実
績に基づき、製造部門のエキスパートとして経営全般の適切な監督と意思決定がで
きるバランス感覚を有することから、引き続き取締役として選任をお願いするもの
です。

【当社との特別の利害関係】
当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

以　上
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株主総会会場ご案内図
会場　長野県須坂市大字須坂1295番地１

須坂市シルキーホール　３階　第１ホール
電話　026-215-2225
交通　○長野電鉄須坂駅から徒歩約１分

○須坂長野東ICより約１５分
（車でお越しの株主様は近くの長野電鉄須坂駅前パーキング
をご利用ください。）
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